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情報通信審議会 ２０２０－ＩＣＴ基盤政策特別部会（第３回） 
 
１ 日 時 
  平成２６年８月１９日(火) １３時００分～１４時２５分 
 
２ 場 所 
  第一特別会議室（総務省８階） 
 
３ 出席者 
（１）委員（敬称略） 

山内 弘隆（部会長）、徳田 英幸（部会長代理）、相田 仁、谷川 史郎、 
知野 恵子、新美 育文、野間 省伸             （以上７名） 
 

（２）臨時委員（敬称略） 
磯部 悦男、木場 弘子、滝 久雄、山根 香織、米倉 誠一郎  （以上５名） 
 

（３）総務省 
新藤総務大臣、上川副大臣、桜井総務審議官、今林官房総括審議官、 
武井官房総括審議官 
 
（情報通信国際戦略局） 
鈴木情報流通国際戦略局長、巻口参事官 
 
（総合通信基盤局） 
吉良総合通信基盤局長、吉田電気通信事業部長、高橋総務課長、吉田事業政策課長、 
柴山事業政策課調査官、飯村事業政策課企画官、竹村料金サービス課長、 
片桐料金サービス課企画官、河内データ通信課長、塩崎電気通信技術システム課長、 
宮地高度通信網振興課長、吉田消費者行政課長、松井電気通信利用者情報政策室長、 
田原電波政策課長、布施田移動通信課長 
 

（４）事務局 
   蒲生情報通信国際戦略局情報通信政策課管理室長 
 
４ 議 題 

「2020 年代に向けた情報通信政策の在り方－世界最高レベルの情報通信基盤の更な

る普及・発展に向けて－」中間整理（案）について  
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開  会 
 
（山内部会長） 本日は撮影の申出がありましたので、会議冒頭の部分を撮影いたします。

ご出席の皆様におかれましては、あらかじめご了承をいただきますようお願いいたし

ます。 
それでは、ただ今から情報通信審議会第３回２０２０－ＩＣＴ基盤政策特別部会を

開催いたします。 
本日は構成員１４名中１１名が現在出席されておりますので、定足数を満たしてお

ります。 
本日は公務ご多忙の中、新藤総務大臣、上川副大臣にご出席をいただいております。

まず、開会にあたりまして、新藤大臣から一言お言葉をいただきたいと思います。新

藤大臣、よろしくお願いいたします。 
 
 
 
（新藤総務大臣） それでは、先生方こそ、ご多忙の中、このようにご参集をいただきま

して、また情報通信審議会２０２０－ＩＣＴ基盤政策特別部会にご参加いただいてお

りますことを、改めて感謝申し上げたいと存じます。かつ、山内部会長を始めといた

しまして、各委員の皆様、本当に熱心にご審議をいただいております。この部会は３

回目でありますが、基本政策委員会の開催は１３回を数えるということでございまし

て、短期間のうちに様々な多岐にわたる課題、また新しい可能性について、ご審議い

ただいておりますことを、私は重ねて感謝申し上げたいと思います。 
今、私たちの国、政権といたしましては、アベノミクスを着実に進展させ、そして

持続可能な新しい日本の経済モデルを作らなければならない。その中の１つの柱とし

て、地方の創生ということで、日本のポテンシャルを最大限引き上げるために、大都

市の、また大きな産業のチャンスを広げることに加えて、私たちの暮らしの中の新し

いチャンスになるのではないか。そして、今まで問題であった、また課題である部分

を、逆に新しい産業の分野として作れるのではないか。このようなことを考えて、地

方の創生、また、それを進めていく上で徹底的にＩＣＴを入れていこうと考えている

わけであります。 
ですから、この国の経済の基本政策の柱のうち２つ、地域の活性化、それからＩＣ

Ｔ、これを総務省が担っていて、その中でどのように新たな可能性を打ち出せるかと

いうことについて、この特別部会で挑戦いただいている。私は、そのように考えてい

るわけでありまして、大変に有意義な部会になっていると思います。 
いろいろな問題が出てまいりますが、私が今、誰かに問われて答えるのは、「その問
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題は２０２０特別部会でご検討いただいております。」と大概がそうなるわけでありま

して、それほどの期待がかかっていると、このようにご理解いただければありがたい

と思います。 
我々とすれば、世界最高レベルのＩＣＴ基盤を作る、ＩＣＴ化というのは手段であ

って目的ではございません。あらゆる政策課題に、またいろいろな産業、消費、生活

という分野に私たちの手段を使っていただいて、日本全体を元気にしていこう、また

便利な国にしていこう。そこにビジネスチャンスが生まれてくるのだと思います。 
今回は、中間整理ということで、いろいろな課題について非常に良い整理をしてい

ただいていると思っておりますが、これを着実に進められるように、まずは立派に取

りまとめをしていただきたいとお願い申し上げます。これは非常にこの国の将来に対

して大きな貢献をすることになるだろうと、このことを確信いたしまして、お願いと

御礼に代えさせていただきたいと思います。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 
（山内部会長） どうもありがとうございました。なお、上川副大臣におかれましては、

閉会の際にご挨拶をいただきたいと思います。 
ご公務のため、新藤大臣はここでご退席されます。新藤大臣、どうもありがとうご

ざいました。 
（新藤総務大臣） ありがとうございました。 
（山内部会長） 報道関係の方のご退出をお願いしたいと思いますが、よろしゅうござい

ますか。 
それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思います。本

日の議題でございますけれども、２０２０年代に向けた情報通信政策の在り方の中間

整理（案）ということでございます。 
当部会は前回、５月８日に第２回を開催いたしました。それ以降、下にあります基

本政策委員会において計８回の審議を行いました。また、事業者の皆さんには追加の

ヒアリングをお願いし、個別の論点について活発にご議論いただいたところです。 
そして先日、８月５日に、これを踏まえました中間整理（案）について基本政策委

員会で議論をいただきました。本日は、この議論を踏まえまして中間整理（案）を作

りましたので、皆様からご意見をいただきたいと思っております。 
それでは、詳細については事務局からご説明をよろしくお願いします。 

（吉田事業政策課長） 事務局でございます。資料３ー１に沿いましてご説明をさせてい

ただきます。右上にページ番号がございますのでご覧ください。 
まず、２ページをご覧ください。諮問の概要について、改めて簡単に触れさせてい

ただきます。１．諮問理由にあるとおり、昨年６月の日本再興戦略等におきまして、

世界最高レベルの通信インフラの整備ということが掲げられております。制度見直し

の方向性については、２０１４年、つまり本年中に結論を得るとされております。 
そのため、本年２月に２０２０年代に向けた情報通信政策の在り方について本審議



4 
 

会に諮問いたしまして、その後、特別部会２回、本特別部会の下に設置された基本政

策委員会を１３回開催し、審議を行っていただきました。 
本特別部会及び基本政策委員会の検討体制につきましては、３ページをご参照くだ

さい。 
４ページをご覧ください。本特別部会の検討対象について、整理させていただいて

おります。経済活性化と国民生活の向上のため、ＩＣＴ基盤を利用する産業の競争力

強化と、利用機会の安心・安全の確保を実現しようとするものです。この産業の競争

力強化と安心・安全の確保は、下の方にあります世界最高レベルのＩＣＴ基盤の普及・

発展と、右の方にございますＩＣＴ利活用の推進と相まって実現されるものです。Ｉ

ＣＴ利活用の推進についても、前回、前々回の特別部会でもご議論いただきましたし、

また、一番下にありますとおり、政府の各会議でも議論が進められています。本特別

部会は、特にＩＣＴ基盤を担う電気通信事業の在り方についてを中心に、ご検討いた

だいております。 
５ページをご覧ください。５月８日の第２回特別部会におきまして、検討にあたっ

ての基本的考え方を５原則としてまとめていただきました。公正競争徹底、イノベー

ション促進、社会的課題解決、魅力向上・発信、利用者視点の５つの原則を基本に据

えつつ、基本政策委員会においてもご議論いただいてきました。 
本中間整理は、大きく２つのパーツに分かれております。１番目のパーツは、６ペ

ージ以降の２０２０年代に向けた情報通信の展望と目指すべき姿。２０２０年代に向

けてＩＣＴがどのような役割を果たしていくべきか、そのために必要なＩＣＴ基盤の

姿、政策の方向性はどのようなものかを概観しているものでございます。２番目のパ

ーツは、ＩＣＴ基盤についての政策の基本的方向性について、項目に沿って個別に整

理したものでございます。 
まず、１番目の２０２０年代に向けた情報通信の展望と目指すべき姿について、こ

の全体像を概観したものをご説明させていただきます。 
７ページをご覧ください。２０２０年代に向けたＩＣＴの役割と目指すべき姿とし

て、７、８ページにまとめてあります。本資料は５月８日の第２回特別部会でもご説

明させていただいたものです。 
７ページの１にございますとおり、２０２０年代における我が国の課題として、経

済活性化、社会的課題の解決、便利な社会の実現、安心・安全の実現、地域の活性化、

オリンピック・パラリンピック東京大会への対応ということが挙げられております。

これらの課題を解決するため、ＩＣＴを活用していくことが必要ではないか、例えば、

上段左の経済活性化のため、超高速通信やＭ２Ｍなどを活用して新事業創出や生産性

向上が実現できるのではないか、真ん中の項目の社会的課題の解決のため、ＩＣＴを

活用して医療や教育の高度化を実現していくことが必要ではないか、ということが各

項目について記述されてございます。 
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８ページ目をご覧ください。今申し上げました２０２０年代における課題をＩＣＴ

により解決し、経済活性化と国民生活の向上につなげるため、ＩＣＴ基盤はどうある

べきか。また、２にありますとおり、ネットワークを高速化、大容量化したり、利用

の面でもあらゆるものがつながり、移動、固定を意識しない利用環境が出現している

中で、３にありますとおり、２０２０年代にふさわしいＩＣＴ基盤の姿として、ニー

ズに応じた多様なサービスを利用・提供できて、誰もが安心して利用でき、超高速・

低廉・強靭な世界最高水準のＩＣＴ基盤を目指していくべきではないかということが

記述されてございます。 
９ページをご覧ください。このページでは本中間整理の全体像を示しています。基

本政策委員会では、左側にありますとおり、今ご説明申し上げた検討の基本５原則や

２０２０年代に向けたＩＣＴの役割を踏まえてご議論いただいております。２０２０

年代に向けたＩＣＴ基盤政策の基本的方向性、このページの右側でございますが、こ

ういう基本的方向性についてまとめていただきました。 
具体的な内容につきまして、次ページ以降で個別に説明させていただきますが、大

きく３つのグループに分かれております。項目だけご紹介させていただきますと、「Ⅰ．

ＩＣＴ基盤の利活用による新事業・新サービスの創出」のグループとして、移動通信

ネットワーク等の更なる開放促進、光ファイバ基盤の利活用推進、異業種との連携に

係る支配的事業者規制の見直し、ＩＣＴ基盤の整備推進が挙げられています。また、「Ⅱ．

便利で安心して利用できるＩＣＴ環境の整備」のグループとして、ＳＩＭロック解除、

多様な料金体系、消費者保護ルールの見直し、ＳＡＱ２ ＪＡＰＡＮの推進が挙げら

れています。さらに、３つ目のグループとなる「公正競争の徹底を通じた世界最高水

準のＩＣＴ基盤の実現」として、多様なプレーヤーの確保を通じた活発な競争、グル

ープ概念の導入、競争ルールの整備を通じた超高速ブロードバンド基盤の普及が挙げ

られています。１０ページ以降は今申し上げました基本的方向性を項目ごとに整理し

たものでございます。 
 
 
 
まず、１つ目のグループ、「ＩＣＴ基盤の利活用による新事業・新サービスの創出」

について、１２ページをご覧ください。１つ目といたしまして、移動通信ネットワー

ク等の更なる開放促進による新事業・新サービスの創出が挙げられております。各項

目につきましては、現状と２０２０年代に向けた課題、そして基本的方向性という形

で構成されてございます。 
まず、この項目の現状と課題でございます。モバイル市場には、電波の割当てを受

けてサービスを提供する電気通信事業者のほか、ネットワークを調達して独自にモバ

イルサービスを提供する、いわゆるＭＶＮＯがございます。このＭＶＮＯのシェアは
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４．７％にとどまってございます。２０２０年代に向けて、ＭＶＮＯはＳＩＭ販売型

の独自サービスの提供を行うほか、Ｍ２ＭやＩｏＴの事業主体として、その役割はま

すます高くなることが期待されています。ＭＶＮＯの事業展開をしやすくするため、

移動通信ネットワークの更なる開放を促進しようとするものです。 
１３ページをご覧ください。基本的方向性につきましては３点挙げられています。

①事業者のグループ内外の公正競争の徹底を通じた料金低廉化・サービスの多様化実

現のため、移動通信ネットワークの開放ルールや禁止行為規制の対象事業者の指定に

当たり、「グループ単位」のシェアを考慮することについて、検討を進めることが適当

ではないか。②ＭＶＮＯが移動通信ネットワークの必要な部分のみを組み合わせて多

彩なサービスを提供可能とするよう、移動通信ネットワークのアンバンドルの促進等

について、更に検討を進めていくことが適当ではないか。③事業者が同一グループ内

での「電波利用の連携」等に係る取引の公平性の確保が必要な一方で、ＭＶＮＯの様々

なニーズに応じた柔軟な条件での取引を促進する制度について、更に検討を深めてい

くことが適当ではないか、という基本的方向性をまとめていただいております。 
１４ページをご覧ください。「新事業・新サービスの創出」の２つ目の項目として、

光ファイバ基盤の利活用推進によるイノベーション促進が挙げられております。ＮＴ

Ｔ東西によるサービス卸に関する論点でございます。現状と課題といたしまして、本

年５月ＮＴＴ東西が光回線サービスの卸売、いわゆるサービス卸を提供することが発

表されました。これにより光回線の利用率の向上や、様々なプレーヤーとの連携によ

って多様な新サービスの創出やイノベーションの促進などが期待されるところであり

ます。一方で、設備競争に与える影響を含め、競争事業者との公正競争の確保に十分

留意する必要があります。 
この現状と課題を受けまして、基本的方向性については、ＮＴＴ東西によるサービ

ス卸は世界最高水準を誇る我が国の光ファイバ基盤を利用して、様々なプレーヤーと

の連携による多様な新サービスの創出や、イノベーションの促進の実現に資するもの

であり、光回線の利用率の向上や、我が国の経済成長への寄与も期待できる新たな取

組と評価することができるのではないか。一方で、ＮＴＴ東西が固定通信分野で市場

支配力を有していることや、モバイル市場の寡占状態を踏まえ、「サービス卸」の提供

に当たり、次の観点から公正競争を確保することについて、更に検討を深めることが

適当ではないかとしております。１点目としまして、ＮＴＴ東西による「サービス卸」

について、料金・提供条件の適正性・公平性・透明性を確保することが適当ではない

か。２点目といたしまして、設備競争を通じたネットワークの高度化・強靭化等の確

保の観点から、サービス競争との関係にも留意しつつ、「サービス卸」を通じて固定通

信市場の公正競争を阻害することのないようにすることが適当ではないか。以上の方

向性が記述されております。 
１５ページをご覧ください。「新事業・新サービスの創出」の３点目の論点といたし
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まして、支配的事業者規制の見直しによるイノベーション創出（ＮＴＴグループを中

心とした規律の在り方）について記述されております。現状と課題といたしまして、

ＮＴＴグループについては、２０１１年の電気通信事業法等の改正により、競争事業

者との同等性の確保のための機能分離等が行われました。最近の状況といたしまして

は、ＮＴＴ東西のＦＴＴＨ契約数シェア、ＮＴＴドコモの携帯電話の契約数シェアは、

引き続き首位となってございます。ＮＴＴドコモの携帯電話の契約数のシェアは減少

している中、モバイル市場は実質的に３グループに集約し、寡占化が進展しておりま

す。今後は電気通信分野以外の分野との連携が見込まれるということもございます。

こうした状況に応じ、２０２０年代に向けて、公正競争の一層の徹底と、イノベーシ

ョン促進の双方の観点を踏まえつつ、ＮＴＴ東西、ドコモに課している禁止行為規制、

その他ＮＴＴグループに課している規律について検討しようとするものです。 
１６ページをご覧ください。この点についての基本的方向性として、以下の点が挙

げられております。禁止行為規制につきましては、公正競争の一層の徹底とイノベー

ション促進の双方の観点から適切な規律とするため、固定通信市場とモバイル市場に

おける環境変化、規制内容の根拠の違いなども踏まえて、それぞれの市場における規

律について個別に検討を進めることが適当ではないか。その上で、固定通信市場にお

いては、ＮＴＴ東西の設備シェアは引き続き適用基準を超えており、現行の規律を維

持することが適当ではないか。一方、モバイル市場については、１点目、基本的な方

向としてグローバル企業の伸張や異業種との連携サービスの進展等の環境変化を踏ま

え、公正競争環境の確保に支障がない範囲内で規律を見直す方向で検討を進めること

が適当ではないか。その際、禁止されている行為類型ごと、右側に３類型がございま

す、そういう類型別に市場の環境変化との関係を個別具体的に検討することが適当で

はないか。また、２点目として、主要事業者のグループ化・寡占化の進展を踏まえつ

つ、自己の関係事業者との不当な連携を規制する制度導入当時の趣旨にも留意した上

で、規制内容等の在り方について検討を進めることが適当ではないかとされておりま

す。また、その他ＮＴＴグループに課している規律の在り方につきましては、それら

が十分に機能しているか引き続きフォローアップすることが適当ではないかとされて

おります。 
１７ページをご覧ください。「新事業・新サービスの創出」の４点目といたしまして、

ＩＣＴ基盤の整備推進による地域ビジネス創出や地域の魅力発信等、地方の創生とい

うことが挙げられております。現状と課題といたしまして、ＩＣＴ基盤の役割は今後

ますます増大していきますけれども、競争原理だけでは条件不利地域におけるＩＣＴ

基盤の整備・維持は困難となります。そのため、これをどうするかというのが課題で

ございます。なお、固定電話につきましては、現在ユニバーサルサービス基金という

仕組みがございます。また、未整備地域の居住人口については、携帯電話が約４万人、

そのうち１０人以下の集落が６割を占めています。未整備地域、固定系では、ブロー
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ドバンドで約７万世帯、超高速ブロードバンドで約７４万世帯と推計されています。

その整備・維持には、少なくとも数千億単位の多額の費用を要すると見込んでいる、

というのが現状と課題でございます。 
１８ページをご覧ください。基本的方向性といたしまして、２０２０年までに希望

する全ての国民がＩＣＴを利用できる環境を整備しようというものでございます。携

帯電話、ブロードバンドの未整備地域について、引き続き解消を進めていくことが適

当ではないか。具体的には、携帯電話について２０１７年までの未整備地域の半減を

目標としていることも踏まえ、補助金及び電波政策により未整備地域の解消を図ると

ともに、その状況を踏まえ、固定電話の維持に特化した現行のユニバーサルサービス

制度の見直しを検討することが適当ではないか。なお、具体的な政策手法の決定に際

しては、今後の人口減少や人口流動に伴う集落の状況も勘案しつつ、次の点に留意す

ることが適当ではないかといたしまして、地域ごとに異なるニーズを十分に踏まえつ

つ、地域の活性化・課題解決に向けたＩＣＴ基盤の整備を進めること、光ファイバの

未整備地域がほぼ不採算地域であることから、引き続き国の支援を講じていく必要が

あること、ユニバーサルサービス基金の在り方については、利用者に過度な負担を強

いるものではないこと、という３点が留意事項として挙げられてございます。 
 
 
 
１９ページ以降は、２つ目のグループ、「便利で安心して利用できるＩＣＴ環境の整

備」ということでございます。 
その１点目といたしまして、２０ページをご覧ください。ネットワークと端末の自

由な組合せの実現と利用者ニーズに適した多様な料金体系の実現が挙げられています。

現状と課題といたしまして、ＳＩＭロック等により利用者の過度の囲込みが行われ、

多額のキャッシュバック等の問題が生じてきました。ＳＩＭロック解除については事

業者の自主的な取組により実施されてきましたが、取組状況は限定的となっています。

また、主要な携帯電話事業者データ通信の料金プランは、７ＧＢ／月を上限とするも

のを中心に画一化しており、多段階のプランが設定されてきませんでした。こうした

状況を踏まえ、２０２０年代に向けて、公正競争の一層の徹底や利用者視点の観点か

ら、利用者ニーズに適した多様なサービスや料金体系の実現が必要となります。基本

的方向性につきましては、新美委員に座長を務めていただいております「ＩＣＴサー

ビス安心・安全研究会」において議論が行われ、中間取りまとめとしてまとめていた

だいたものでございます。①多額の販売奨励金やキャッシュバックについては、ＳＩ

Ｍロック解除等の競争環境整備を通じて適正化を促すことが適当ではないか。②ＳＩ

Ｍロック解除について、事業者は少なくとも一定期間経過後は、利用者の求めに応じ

て迅速、容易かつ利用者の負担なく端末のＳＩＭロック解除に応じることが適当。Ｓ



9 
 

ＩＭロック解除の推進に向けては「ＳＩＭロック解除に関するガイドライン」を改正

し、その実効を確保することを前提とした検討がなされることが適当とされています。

③事業者はデータ通信料金について利用者のデータ通信量分布に応じた多様な料金プ

ランを提供することが適当。総務省は、各事業者から利用者一人当たりのデータ通信

量の分布及び料金プランについて定期的に報告を求め、把握することが適当とされて

おります。また、以下の点は、基本政策委員会において議論されてきたことでござい

ますけれども、音声通信料金については、更なる低廉化に向け、ビル＆キープの導入

を含め検討することが適当ではないか。また、市場の中心が固定通信から移動通信に

移行していることを踏まえ、利用者料金規制全体の在り方について検討することが適

当ではないかとされております。 
２つ目のグループ、「便利で安心して利用できる環境整備」の２項目といたしまして、

消費者保護ルールの見直しが、２１ページで挙げられております。現状と課題として、

ＩＣＴサービスの高度化・多様化・複雑化や、利用者からの苦情・相談の件数が増加

している現状を踏まえ、２０２０年代に向けて消費者保護ルールを見直し、安心して

ＩＣＴを利用できる環境の整備が必要となります。具体的には業界団体による自主的

な取組による効果が十分に挙げられていないと認められる事項等につきまして、法的

な枠組による必要な制度・規律の在り方の検討が必要となります。基本的方向性でご

ざいますが、この点につきましても「ＩＣＴサービス安心・安全研究会」において議

論が行われ、中間取りまとめとしてまとめていただきましたので、概要を以下に示し

てございます。①説明義務等の在り方のうち、１）適合性の原則として、高齢者、未

成年者、障がい者等、利用者の知識、経験、契約目的等に配意した説明を制度化する

ことが適当。２）書面交付義務として、契約内容が記載された書面を、原則紙媒体に

より交付、希望に応じ電子媒体に代えることも可能、とすることを制度化することが

適当。３）広告表示として、事業者団体の自主的取組や、電気通信事業法及び改正景

品表示法に基づく法執行により、広告表示等の適正化を図ることが適当とされており

ます。 
２２ページをご覧ください。②契約関係からの離脱に関するルールの在り方のうち、

１）取消しとして、提供条件説明が必要な事項のうち、契約締結の判断に通常影響を

及ぼす重要事項に関する不実告知を禁止いたしまして、その違反行為に対する取消権

を付与することが適当。２）クーリングオフとして、電気通信サービスの基本的特性

を踏まえ、販売形態によらずクーリングオフを導入することが適当とされております。

更に、中間取りまとめにおきまして、工事が必要なサービス、サービス利用の対価、

端末等の取扱い等の詳細な検討事項の方向性が示されているところでございます。３）

解約として、期間拘束、いわゆる２年縛りのことでございます、また、２年縛りの契

約の自動更新というものもございますが、これにつきましては、提供条件説明や更新

月のプッシュ型通知の改良の方法がとられることが必要。解約そのものをどうするか
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につきましては、引き続き検討を行うことが適当とされております。また、３）解約

の中のオプションサービスにつきましては、無料期間経過後、一度契約を終了し、利

用意思を確実に確認する取組を推進していくことが適当と考えられる。③販売勧誘活

動の在り方のうち、１）電気通信事業者等に対する再勧誘禁止を制度化することが適

当。また、２）電気通信事業者等が代理店を把握し、適切な販売勧誘が行われるよう、

監督体制整備を制度化することが適当。④苦情・相談処理体制の在り方として、第三

者機関を設置した上、苦情・相談処理、裁判外紛争解決手続、いわゆるＡＤＲ等に取

り組む方向で検討を行うことが必要とされております。 
２３ページをご覧ください。「便利で安心して利用できる環境整備」のグループの３

点目といたしまして、訪日外国人にとって利用しやすいＩＣＴ環境の実現、「ＳＡＱ２ 

ＪＡＰＡＮ Ｐｒｏｊｅｃｔ」の推進が挙げられてございます。現状と課題といたし

まして、２０２０年オリンピック、パラリンピック東京大会の開催やグローバル化の

一層の進展を踏まえ、少なくとも東京大会までには、我が国の魅力向上・発信の観点

から、訪日外国人にとっても利用しやすいＩＣＴ環境の実現が必要となります。基本

的方向性といたしまして、ＩＣＴを訪日外国人と日本の魅力との出会いの架け橋とす

るため、訪日外国人のＩＣＴ利用環境整備に向けたアクションプランとして、「ＳＡＱ

２ ＪＡＰＡＮ Ｐｒｏｊｅｃｔ」を取りまとめ、本年６月に上川副大臣から発表い

たしました。なお、ＳＡＱ２というのは、Ｓｅｌｅｃｔａｂｌｅ、Ａｃｃｅｓｓｉｂ

ｌｅ、Ｑｕａｌｉｔｙの意味を込めてございます。「ＳＡＱ２ ＪＡＰＡＮ Ｐｒｏｊ

ｅｃｔ」におきましては、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見

据え、関係省庁・機関、団体、事業者等と幅広く連携し、４つの取組を重点的に推進

することが適当としております。無料Ｗｉ－Ｆｉの整備促進と利用円滑化、国内発行

ＳＩＭへの差替え等によるスマートフォン・携帯電話利用の円滑化、国際ローミング

料金の低廉化、「言葉の壁」をなくす「グローバルコミュニケーション計画」の推進、

の４つが挙げられております。 
 
 
 
３つ目のグループとして、「公正競争の徹底を通じた世界最高水準のＩＣＴ基盤の実

現」が挙げられてございます。 
２５ページをご覧ください。このグループの１点目といたしまして、多様なプレー

ヤーの確保を通じた活発な競争環境の実現、グループ概念の導入による公正競争の徹

底、が挙げられております。現状と課題といたしまして、モバイル市場における主要

事業者は３グループに集約し、新規の利用者を取り合い囲い込む競争ばかりが激しく、

また主要な通信料金は各社一律となっているなど、協調的寡占の色彩が強い状況にあ

ると考えられます。特に主要事業者間の競争は、割当てを受けている電波の幅が事業
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展開に重要な要素のひとつとなっており、株式取得等によるグループ化のほか、携帯

電話・ＢＷＡ・ＰＨＳと組み合わせたグループ内での「電波利用の連携」が進展して

おります。こうした状況を踏まえ、多様なプレーヤーの確保を通じた事業者の活発な

競争や積極的な投資の維持・促進、あるいは事業者のグループ内外の公正競争徹底を

通じた料金低廉化・サービス多様化により、世界最高レベルのＩＣＴ基盤を実現する

ため、主要事業者のグループ化・寡占化の進展に対応した競争政策の見直しが必要に

なるという課題でございます。 
２６ページをご覧ください。基本的方向性といたしまして、①多様なプレーヤーの

確保を通じ、事業者間の活発な競争や積極的な投資を維持・促進するため、事業者の

グループ化について総務省による一定のチェックを可能とする規律等の導入について、

検討を進めることが適当ではないか。また、多様なプレーヤーの確保やモバイルサー

ビスの高速化・大容量化のためには電波政策が重要となるため、「グループ」に関する

規律の扱いなど、競争政策と電波政策について十分に連携を図っていくことが適当で

はないか。②事業者のグループ内外の公正競争徹底を通じた料金低廉化・サービス多

様化の実現のため、次の措置について検討を進めることが適当ではないか。１点目は、

「新事業・新サービスの創出」のグループで説明いたしました項目の再掲でございま

す。移動通信ネットワークの開放ルール、禁止行為規制のグループ概念の導入という

ことでございますので、説明は省略させていただきます。２点目は、同一グループ内

での取引の公平性の確保でございます。事業者の同一グループ内での「電波利用の連

携」等に係る相対取引に関し、行政への報告を通じた事後規制の実効性の確保など、

相対取引の公平性を行政が十分に把握できる体制を整備することについて、更に検討

を進めていくことが適当ではないかとされてございます。 
２７ページをご覧ください。３つ目のグループ「公正競争の徹底を通じた世界最高

水準のＩＣＴ基盤の実現」の２点目といたしまして、競争ルールの整備を通じた超高

速ブロードバンド基盤の普及促進が挙げられてございます。現状と課題といたしまし

て、コンテンツの大容量化、モバイル・トラヒックのオフロード、基地局回線の需要

増大等により、固定通信と移動通信は相互補完を果たすため、設備・サービスの両面

で固定通信の重要性がますます高まってございます。固定系超高速ブロードバンド基

盤の整備率は９８．７％である一方、利用率は５１．２％にとどまっており、超高速

ブロードバンドの普及促進が課題となっております。特にＦＴＴＨ市場におけるＮＴ

Ｔ東西のシェアは７１％と高止まり、地域によっては競争が十分に進展してございま

せん。以上を踏まえまして、設備・サービスの両面での公正競争の一層の徹底や、イ

ノベーションの促進を通じた、超高速ブロードバンド基盤の高度化・低廉化・強靭化、

あるいは多彩なサービスの実現が必要となるという課題でございます。 
２８ページをご覧ください。基本的方向性といたしまして、①光ファイバ基盤に係

る接続制度の在り方。競争事業者が「接続」によってＦＴＴＨ市場に参入することが
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困難となっている現状や、光配線区画の見直し等の取組が効果を上げていない状況を

踏まえ、固定通信市場における公正競争の促進とサービスの多様性維持・確保の観点

から、接続料の算定方式を含む接続制度の在り方について、更に検討を深めていくこ

とが適当ではないかということでございます。②ＮＴＴ東西の「サービス卸」に関す

る公正競争確保の在り方につきましては、先ほど申し上げました「新事業・新サービ

スの創出」のグループでご説明させていただいたとおりでございます。また、③ＮＴ

Ｔ東西のＮＧＮについて、４機能がアンバンドル化されるなど、既に一定のオープン

化が実現しておりますが、今後更なるオープン化に向けて、検討を進めることが適当

ではないかとされてございます。 
２９ページ以降は、参考資料でございます。日本再興戦略が、３０ページにござい

ます。３１ページが、審議スケジュールでございまして、更に議論を進めていただき、

年内には答申をまとめていただきたいと考えてございます。３２ページは、これまで

の審議の状況をまとめたものでございます。 
以上です。 
 
 

 
（山内部会長） ありがとうございました。それでは、今ご説明をいただきました中間整

理案につきまして、皆様からのご意見あるいはご質問などを受けたいと思います。ご

質問がありましたらご発言お願いをします。いかがでございましょう。どうぞ、米倉

委員。 
（米倉臨時委員） 今更言ってはいけないかもしれませんが、７ページ目の２０２０年代

に向けたＩＣＴの役割と目指すべき姿の１について、経済活性化が初めに出てくるの

はとてもよいと思うのですけれども、僕が一番初めから言っているのは、日本の財政

状況は破綻状況にあるので、活性化もそうなのですけれども、必ず効率化を入れてほ

しいと思うのですね。 
皆さんご存じのように、利活用が進めば要らないものがたくさん出てくる。大きな

話で言えば、４７都道府県が必要なのか、東京都に２３区、区議、区長、それが必要

なのかという議論もありますし、我々が何年かに１回必ず免許証の更新に行ったとき

に、あの山のように渡される本、多くの人がその場で捨てていますよね。そのような

無駄が未だに平気に行われている。これをＩＣＴ利活用に転ずれば、ものすごい量の

財政の無駄削減、政府の効率化ができるので、必ずこの経済活性化と同時に、やはり

小さくて効率的な政府を作る、あるいは経済を効率化するというものをぜひ一番初め

に入れていただきたい。社会的課題の解決の財政支出削減という矮小化したようなと

ころではなくて、前面に押し出していただけると、この特別部会をやっている意味が

出てくるような気がしますので、その辺の考慮をお願いしたいと思います。 
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（山内部会長） ありがとうございました。その他いかがでしょう。どうぞ、磯部委員。 
（磯部臨時委員） ７、８ページに目指すべき姿があって、１０ページ以降に政策が記述

されていますけれども、この間をつなぐ部分、特に１２ページ以降の政策で具体的に

何を目指すのか、なぜ今この政策が必要なのかという部分を、多少噛み砕いて補強し

ていただくと、より政策の重要性が理解しやすく、納得感の得られるものになると思

います。 
例えば１２ページ、１３ページで言えば、移動通信のトラヒックは急増していて、

電波はますます貴重な資源になっている。だから、いかに効率的に価値の高い利活用

に電波資源を配分するか、様々な利用者に恩恵が渡るような形で配分する、次世代の

利活用が広がるイノベーションが促進されるように配分する、そのようなことが政策

的に重要になると思います。そのための手法としてＭＶＮＯが効果的なのだというこ

とが、おそらく多くの人が妥当と考える仮説と思います。だからこそ、そのような対

策を打とうということだと思います。 
今の記述ですと、効果についても書いてありますが、シェアが低いというところが

どうしても印象に残ってしまいます。もう少し効果の側から、ＭＶＮＯの在り方を強

調していただくと良いのではないかと思います。 
加えて、制度の運用について検討をしていただければと思うところです。このよう

な効果を期待してＭＶＮＯの参入を促進するとすれば、実際それが政策によってどれ

だけ効果が上がっているのかというモニタリングをして、規制や促進策をコントロー

ルしていかなければならないと思います。ＭＶＮＯがどれだけサービス、料金、ビジ

ネスモデル等に関してイノベーションを起こしているかとか、ＭＮＯが開拓できない

市場を開拓しているかとか、このような点をモニタリングしながら政策をコントロー

ルしていくような制度の運用ができないものかと思います。 
その後の光ファイバのことも、ほぼ同様のことが言えると思います。これらを一連

のものとして理解できるようにしていただけると良いのではないかなと思う次第です。 
（山内部会長） ありがとうございます。一度ご意見伺いまして、また後で通して事務局

から回答いただきたいと思います。そのほかにいかがでしょうか。どうぞ、谷川委員。 
（谷川委員） １８ページの、ユニバーサルサービス基金の考え方ということで、利用者

に過度な負担を強いるものとしないこと、と書いてありまして、基本的には当然だと

思うのですけれど、この過度とはどの程度なのだろうかということ、それから、実は

私自身は、もう少しユニバーサルサービスの資金を使って、個人の能力を高めるよう

な通信の使い方ができる環境を作るという発想が要るのではないかなと思います。 
特に先ほど、米倉先生が日本の財政が非常に危機的な中で、税金ではなくて、この

ような仕組みをもう少し使っていかないと、日本の国民の競争力が上がらないという

ことで、過度の負担を強いるものとしないことについては、私自身もそうだなと思う

のですけれども、過度のレベルというのと、それから米国との比較で見ますと、もう
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少しきちんと使った方がいいのではないかと、個人的に思います。 
（山内部会長） ありがとうございます。事務局からこの過度について何かありますか。 
（竹村料金サービス課長） 事務局でございます。現在、ユニバーサルサービス基金に約

７０億の補填をしてございますけれども、これは電話番号への転嫁という形で利用者

が負担しているため、３円程度になっているわけでございます。幾らであれば過度な

負担ではないかということでございますけれども、どれぐらいの受益を感じることが

できるかということと関係すると思いますので、そのサービスの中身と負担のやり方

ということについて整理をして、過度な負担ではないかについてのコンセンサスが必

要ではないかと考えております。 
（山内部会長） よろしいですか。ありがとうございます。そのほかに何かありますか。 
（磯部臨時委員） 今の１８ページに関して言えば、Ⅰの「新事業・新サービスの創出」

という政策の分類の位置付けの中で、地方創生に関して書くのであれば、アプリケー

ション政策に関して、もっと言及すべきではないかと感じました。総務省がいろいろ

と取り組んでいる政策もあるでしょうし、アプリケーション振興の立場から、社会的

な規制改革を推進することもあるのかと思います。ユニバーサルサービス等の話であ

れば、Ⅱの安心・安全に再掲となっておりますけれども、こちらの位置付けのことか

と思います。 
（山内部会長） ありがとうございます。そのほかに何かありますか。どうぞ、山根委員。 
（山根臨時委員） 今のユニバーサルサービス基金の在り方については、まさに負担を強

いるようなものとならないように、十分な検討をしていただきたいと思います。 
また、消費者保護のルールに関して、新美先生のところで丁寧な議論を進めていた

だいて、取りまとめに向かっていることについて、ありがたいと思っております。２

１、２２ページのところですが、例えばクーリングオフにつきましては、消費者保護

政策として必要だと思いますし、期待をしております。適正な解約や救済が進むよう

に希望しておりますし、ＡＤＲの設置等につきましても、今の相談件数の増加を見れ

ば必要性がありますので、ここは事業者の皆さんが全体で業界をよくしよう、信頼度

を高めようということで、積極度を見せてぜひ前向きに取り組んでいただければと思

っております。 
それと、この消費者保護、消費者問題を考えるときに、どうしても契約問題として

取りまとめや議論が進むと思いますけれど、やはり個人情報の問題も、消費者にとっ

ては大きな問題ですし、重要なことだと思っております。ベネッセの流出事件もあり

ましたし、報道は減りましたけれども、背景に大きな課題があると思いますし、高齢

者を狙った詐欺や悪質商法へも個人情報の不適切な売買があるといった、いろいろ大

きな問題があると思います。また、佐世保の女子高生殺人事件等もありました。ネッ

ト上に実名や写真など不適切な情報が溢れていることもありまして、やはりネットは、

使い方によっては相当怖いものであるということをやはり忘れてはならないと思いま
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すし、消費者の安全な利用として取りまとめられるわけですから、その辺りにも十分

な配慮をするという視点は必要だと思っております。 
（山内部会長） ありがとうございます。どうぞ。 
（知野委員） 今の消費者保護ルールのところですけれども、説明をすることや、販売勧

誘活動に関しての苦情相談処理については書かれているのですが、やはりいろいろな

新しいサービスが出てくると、説明をしていただいてもわからないとか、あるいは問

合せをしたくても問合せをする先がよくわからないとか、そういうことがあると思い

ますので、説明義務や問合せに答えるという姿勢を、もう少し明確に出す必要がある

のではないかなと思いました。 
それから、もう１つ、２３ページの④「言葉の壁」をなくす「グローバルコミュニ

ケーション計画」の推進とありますけれども、具体的にはどのようなことなのでしょ

うか。自動翻訳機器を作るとか、そういうことなのでしょうか。 
（山内部会長） 今の点について事務局からございますか。 
（片桐料金サービス課企画官） 事務局です。ご質問の点について、今年の４月に総務大

臣から発表した次第でございまして、多言語翻訳システムを、今、ＮＩＣＴで開発し

ているところでございます。このシステムを今後、東京オリンピック開催時までに社

会テストを進めるというプロジェクトでございます。 
以上です。 

（山内部会長） よろしいですか。 
（知野委員） はい。つまり、グローバルコミュニケーション計画と呼ぶのなら、機械を

使う形で技術開発をすることも意義があるとは思うのですが、目的からしますと、五、

六年あることを考えると、もっと英語の能力を高めるとかいろいろ幅広い取り組みが

可能であると思われますので、文科省などとも工夫しながら、適切なものを技術開発

していただきたいと思います。 
（山内部会長） ありがとうございます。どうぞ、野間委員。 
（野間委員） ４月の関係事業者、団体、委員のヒアリングを聞かせていただきましたが、

各社から様々な要望が出ていたと思います。そこでみなさんが言われていたことは基

本的には公正な競争環境の整備、自由な競争が望ましいということだと思うのです。

ただ、各社によって思惑の違いがだいぶ出ていたのですが、各社の要望はだいぶ叶え

られるという理解でよろしいのでしょうか。 
（山内部会長） 我々としてはそういう方向で議論をしてきて、それがこの答えだという

ように考えておりますけれども、不足している部分や、あるいはもっとこう考えるべ

きだということがあれば、今伺えればとユーザ思います。よろしいですか。 
（野間委員） はい。 
（山内部会長） その他にいかがでしょう。どうぞ、木場委員。 
（木場臨時委員） ありがとうございます。今回の中間整理では、やはり利用者視点の制
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度の強化がかなり盛り込まれていたので、その点で大いに賛成です。 
例えば、利用者保護のルールの中で適合性の原則が盛り込まれていましたが、実際

私たちユーザとしましては、電話の契約の時に説明を受けた際に、先ほど知野委員か

らもございましたけれども、本当に難しくてわかりにくいということを誰しも経験す

ることがございまして、やはり店員さんのスキルといいますか、マニュアル的でなく

相手の習熟度に応じて説明をする、これもコミュニケーション能力になるのでしょう

けれど、相手の習熟度をなるべく早く見極めて説明をすることを、ぜひお願いしたい

と思います。そのような意味では、今回の適合性の原則というのは、利用者の習熟度

に応じて説明の仕方を変えるあるいは工夫するというのは、普通のコミュニケーショ

ン上当たり前のことではあるのですが、大いに進めていただきたいと思っております。

ショップの方々の教育も含め、やはり利用者が納得して契約できる環境づくりという

のが大切になってくると感じております。ショップにいないときに質問が浮かんで、

例えば私は一番近いショップに電話しても、もうお客さんでいっぱいで、一度も電話

を取ってもらった経験がありません。ですので、そこにいない方に対する対応の窓口

をどうするかということも考えて頂きたい。混んでいるから行くのが嫌だ、不便でも

このまま我慢しようということもありますので、一部のお店では行っているようなの

ですが、簡単な時間枠の予約制のようなものを作って、いつも順番待ちがすごいとい

う状況を打破するような工夫をお願いしたいと思っております。 
それから、もう１点、ＭＶＮＯについてなのですが、私もこの部会が始まったとき

にはあまりこの言葉について知らなかったのですが、ここ数か月のうちに新聞や店頭

などでも格安スマホや格安ＳＩＭなどでわりと浸透してきた感があります。利用者の

方々も選択の幅が目に見えて幅が広がってきているように思います。ただ、先ほども

ご説明にありましたように、シェアがまだ４．７％しかないということで、これは今

後発展の余地があるということでもございますので、更に、例えば高齢者向けなら安

くて、機能が少なくても使いやすいものなど選択の幅が広がるよう工夫され、これを

周知して国にもどんどん促進していただきたいと思います。 
以上でございます。ありがとうございました。 

（山内部会長） ありがとうございました。そのほか。どうぞ、谷川委員。 
（谷川委員） ２２ページのクーリングオフのところの※４の文章のポイントを、もう一

度わかりやすくご説明いただければと思います。安定性・継続性にも配慮すべきとい

う意見がある一方で、消費者保護のためにも消費者に負担を求めるという記述があり

ますが、この関係がよくわからなかったので。 
（山内部会長） 事務局からご回答いただけますでしょうか。 
（松井電気通信利用者情報政策室長） この点でございますけれども、基本政策委員会に

おきまして、クーリングオフ等の解約ルールの導入にあたっては、やはり制度の説明

等において代理店側の実際のショップでの説明時間の長時間化等の負担があるといっ
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たところ、また端末の返品等にも対応する必要が生じる場合もあるということで、代

理店の経営等にも負担があるというようなご意見もありました。 
一方で、電気通信サービスのそもそも特性として、今回の解約ルールということで

ございますので、その中では、一定の例えば使用対価を請求することができるように

するとか、あるいはＳＩＭロック端末についてはクーリングオフの対象ですが、ＳＩ

Ｍフリーの端末については対象外ということも行われるようにされております。そう

いった様々な条件も踏まえて、消費者保護の観点からも導入していくことが重要とい

うご意見もあったため、記載をさせていただいたところでございます。 
（谷川委員） 世の中で行われているクーリングオフ対象の商材と比べて、この携帯電話

の特殊性というのは、どのように考えたらいいのでしょう。 
（松井電気通信利用者情報政策室長） この中で、これは「ＩＣＴサービス安心・安全研

究会」の中でも議論いただいたところでございますけれども、特に携帯等の電気通信

サービスの特性といたしましては、サービスのエリアや速度、品質等について、実際

に使ってみないとわからない側面があるということ、これが電気通信サービスの特性

であるとして一番大きく議論いただいたところでございます。 
（山内部会長） よろしゅうございますか。 
（谷川委員） はい。 
（山内部会長） ありがとうございます。その他には。どうぞ、米倉委員。 
（米倉臨時委員） たびたびすみません。我々がこの部会を始めるにあたって、２７ペー

ジにあった整備率が９８．７％で、利用率が５１．２％、この数字が一番ショックで

した。せっかく敷いたものをどんどん使ってもらうために卸を促進する、これは非常

にいいことだと思うのですが、幾つかの懸念がありまして、２６ページに活発な競争

環境を実現する、その１に多様なプレーヤーの確保のために規律の導入とあります。

この議論はずっとあって、基本的にはＮＴＴが非常に強いのですけれども、グループ

化の中で不公正な競争あるいはこれまでの自然独占の成行きの中での競争に対して、

一定のチェックをかける。僕はそれもあり得るかなと思うのですけど、総務省は政府

の一員でありまして、審判団が審判する相手に出資をしている、これで審判をすると

言うと、日本はもとより国外的に非常に懸念を持たれる可能性が高いと思います。 
ぜひ将来的に考えていただきたいのは、総務省ではなく、公正取引委員会でもいい

のですけれども、この通信に関する公正な競争、通信という特性を考えれば第三者機

関をきちんと作る。それから、最終的には政府が保有するＮＴＴ株、これを０にして

いくような方向性を考える。その一番の理由は、今回ＥＵが日本の鉄道の参入を認め

たのは、日本がＥＵに対して公開をし始めていいという判断があったからだと思いま

す。日本が経済活性化の中で、グローバルな展開をする、グローバルプレーヤーとし

て日本の情報通信が世界に打って出ると言うときに、日本の国内がある種規制状況に

あると、世界もそれと同じような待遇をする。ですから、ＥＵ市場を開放しないとか、
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そういうことにつながるので、将来的には政府のＮＴＴ株は放出して、それに代わる

きちんとした第三者機関がユニバーサルサービスも含めていろいろな公正、普遍的な

サービスを監視する、そのような制度的な見通しを持たないといけない。この２６ペ

ージに書いてあることは、日本国内のことしか考えていないと思うのです。ぜひ世界

で、グローバルなプレーヤーとしての日本を考えて、制度設計をしていただきたいと

思います。 
（山内部会長） ありがとうございます。そのほかには。 
（米倉臨時委員） すみません、もう１つ。先ほど野間委員がおっしゃった、あと我々が

非常にこの委員会で耳に残ったのは、孫さんが出してきた８分岐ですね。確かに、８

枚綴りでないと売れないというのはおかしいと言われて、僕もそうだと思ったのです

けど、その後、説明を聞くと、８枚綴りを１枚綴りにするとコストがものすごくかか

るため、それは非常に難しいといいますか、技術的にできないことはないのだけれど

も、あまり効果がないというお話を伺ったような気がするのです。 
でも、世の中、公正な競争を促進するというのは、選択肢ですから、定食以外にア

ラカルトを食べたいという人もいるわけですよね。ですから、８分岐にした場合のコ

ストを提示して、やはり８枚綴りを買った方が断然お得ですよ、ただ、どうしてもと

言うのなら、１枚綴りもありますよというような、コストを提示するということが、

僕はこの部会をやった意味でもありますし、公正な競争の前提だと思うのです。 
ですから、その辺をオープンにして、ＮＴＴ側もメニューとして８分岐、これは１

本幾らというのを提示すれば済む話だと思うのです。門前払いをするとまた、あの長々

しい演説を聞く破目に陥らないとも限らないです。門前払いではなくて、こういう理

由で、価格がこうですということをオープンにしていくという姿勢が大事かなと思い

ました。 
（山内部会長） ありがとうございます。最後の点については、これは接続の在り方につ

いて更なる検討をするという記述があったように思います。 
（米倉臨時委員） 更なる検討でした。 
（山内部会長） ということで、ここではまだ結論は出しておりませんので、今後議論を

するという位置づけですね。 
（米倉臨時委員） だから、オープンにして価格提示する、でいいのではないかと思いま

す。 
（山内部会長） そこまではまだ決まっていません。 
（米倉臨時委員） 了解しました。 
（山内部会長） ありがとうございます。そのほかにいかがですか。どうぞ。 
（磯部臨時委員） Ⅲの世界最高水準のＩＣＴ基盤の実現については、その構成要素とし

て通信事業者の適切な競争環境と超高速ブロードバンド等の物理的ネットワークと両

面があるということで、その構成はよろしいと思います。前段の望ましい競争環境、
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競争状態というのが、一言で公正競争ということですが、それがどういうものか、非

常に難しいことではありますけれども、何らかの方向性を示せないかと思います。 
先ほど米倉先生からも、国内だけを見ないでというお話がありましたが、確かに国

内市場の公平性だけではないと思います。メジャープレイヤーの数が維持されるとか、

イノベーションが起こるとか、国際的な競争力を持つとか、規制もタイムリーでしか

も実現性を持って行われているとか、逆に市場からの退出も適切に行われているとか、

いろいろなことがあると思いますが、そのようなことについて、難しいかもしれませ

んが、何らかの方向性があるといいと思いました。 
それから、後段の物理的といいますか、ネットワークの方ですけれども、光ファイ

バが利用できる状態になっているのだからもっと有効活用していく、これはそのとお

りだと思いますが、日本のネットワークをどのようにしていくのかということに関し

ても、何らかの目指すべき姿があるとわかりやすいと思います。 
例えば、無線網と固定網でトラヒックを適切に分けていかなければならないとか、

古い設備は徹底的になくして運営効率を高めようとか、どうすれば低廉かつ強靭なネ

ットワークになるのかという辺りについて、何らかの指針が示されるといいと期待し

ております。 
（山内部会長） ありがとうございます。他にいかがでしょう。どうぞ。 
（徳田部会長代理） 少し補足的にコメントさせていただければと思うのですが、非常に

利用者視点という形でいろいろなことが書かれておりまして、２１ページ、２２ペー

ジで先ほどのクーリングオフの話や、販売勧誘活動についてありますが、２０２０年

を見ますと、実はいろいろな機器がモバイルフォンから制御できたり、知らず知らず

のうちにつながっていたり、知らず知らずのうちに踏み台にされて、他のところを攻

撃していることが起こりえます。セキュリティのインパクトというのがこの中からは

少し薄く消えていまして、日頃使っていたけれど私の知らないうちに踏み台にされて

何かをされているという、セキュリティ的なリスクが増えると思います。スマホにな

りますと、モバイルフォンのセキュリティについて、このような利用者がトラブルに

巻き込まれる可能性が加速的に増えると思います。 
プライバシーの保護というキーワードも出ていますが、少しセキュリティ対策の在

り方についても枠組みを作っておかないと、件数が爆発的に増えてしまった結果、家

電メーカーは家電をセキュリティチェックして、モバイルフォンはモバイルフォンを

セキュリティチェックするけれども、その機器を跨ってつながった攻撃をされるなん

てことになると、責任がどこで分割されるのかがわからなくなってきてしまって、我々

セキュリティに関する人たちはかなり心配をしております。上手く何らかの形でモバ

イルコミュニケーションが他のものとＭ２Ｍ的につながったり、日常使っているもの

が踏み台にされて何かを攻撃したときに、今、ＩＰＡはウイルスの窓口がありまして、

企業の方でも個人でもＩＰＡに登録制があるのですけども、１１９番的な窓口がある
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と、非常にスムーズになるのではないかと思うので、少しご検討いただきたいと思い

ます。 
（山内部会長） ありがとうございました。そのほかに。 
（磯部臨時委員） ほかに、今のページについて補足をさせていただければと思います。

先ほどから、個人情報の問題とかセキュリティの問題とか、利用者との契約以外の部

分の課題についてどうするのかというご指摘がありました。確かにそのような課題は

ほかにもいろいろ想定されています。卑近なことからいえば、歩きスマホの問題だと

か、ネット依存の問題だとか、有害コンテンツやネット利用犯罪だとかいろいろある

わけです。 
ただ、これらは皆、必ずしも事業者との契約のところで何とかできるものではない。

これらに対して、どのような対策を打つかということについても、何らかの言及があ

ると確かにいいと思いました。事業者の側でも、市場を健全に発展させるためには、

協力とかＣＳＲ的な観点での取組があるかもしれません。そういうことも含めて何ら

かの対策ができるといいなと思います。 
このⅡ全般に関しては、非常に消費者の保護あるいは権利や選択肢の確保について、

これまで以上に力を入れて取り組むのだという意図だと思いますので、強調していた

だくといいと思います。情報通信は世の中のいろいろなサービスの窓口になっていく

ので、いろいろな問題もここに凝縮してくるという性格で、ますます政策的には重要

になってくると思います。 
（山内部会長） ありがとうございます。 
（新美委員） 今の話に関連して。 
（山内部会長） どうぞ。 
（新美委員） 今おっしゃっていただいたようなことは、実は安心・安全研究会でも議論

になっておりまして、これは電気通信事業だけではなくて、他の分野との協力が必要

であるということで、今後も研究は続けていきますというスタンスでおりまして、最

終的には何らかの形で提言をしていきたいと考えております。特に青少年の安全の問

題については議論を深めておりまして、そちらと連携しながらということで動いてお

るところでございます。 
（山内部会長） ありがとうございます。そのほかに。どうぞ、相田委員。 
（相田委員） 主な議論につきましては、基本政策部会等でこれまで参加させていただき

ましたので、１つ別の視点で。先ほども議論があった１８ページのユニバーサルサー

ビス基金の過度な負担のレベル感について、少しコメントさせていただきますと、現

在のユニバーサルサービス基金は電話番号ごとの負担で、それが結局利用者にそのま

ま回っているという構造になっているのですが、月３円というのが、スマホに毎月何

千円か払っている人とっては大した値段ではないですが、Ｍ２ＭやＩｏＴといった通

信をしようと思うと、何千万台という数になります。例えば、スマートメーターを電



21 
 

話番号を使ってつなぐと、１台あたり月３円とられる。じゃあ電話番号を使わないタ

イプの通信形態にしようか、例えば、現状でも公衆通信サービスでは、ワイマックス

は電話番号を使っていませんから、このユニバーサルサービス基金の負担の対象にな

ってないわけです。そのような形態で、特にこのＭ２Ｍを考えた時に、現状の電話番

号ごとに幾らというのが下手すると制度を歪める可能性があるため、Ｍ２Ｍ・ＩｏＴ

の時代にどのような形でユニバーサルサービス基金を負担してくのが適切かというこ

とについて、少し見直しをしていくタイミングになりつつあるのかなと思います。 
（山内部会長） ありがとうございます。それでは、だいたい皆さんご発言いただきまし

たし、時間の関係もありますので、この辺で議論を閉めたいと思います。 
私の感想を申し上げると、まずこの案について基本的なところで大きな反対なかっ

たと考えております。ただし、皆様から伺ったことは基本的にこの記述とか説明の仕

方について少し加筆する、あるいは順番を変えると、こういう必要があるのかなと考

えております。 
最初に米倉委員がおっしゃった効率化の話、それから磯部委員おっしゃっていた、

まさに今のつなぎの話ですね、議論をつなぐ部分。あるいは谷川委員がおっしゃって

いたユニバーサルサービスの使い方の話もそうですし、それから安心・安全について

は多くの方から議論がありました。これについては、先ほど新美委員にもおっしゃっ

ていただきましたけれども、安心・安全研究会とも関係があるため、特別部会でどこ

まで関わるか、いずれにしてもその補足の話かと思います。それから、先ほど野間委

員や磯部委員がおっしゃっていたように、競争の本来の在り方について、少し言及が

必要かなと思っています。今のセキュリティのところも、これも安心・安全に関わる

ところで、何らかの補足的なことがあればと思います。また、米倉委員からご提言が

あった出資の在り方や第三者機関の問題は、長期的な問題なので、我々の議論よりも、

これは事務局にテイクノートしていただいて、今後どのように進めていくかについて、

考えていただきたいという形で扱わせていただきたいのですけれど。 
（米倉臨時委員） でもインターネット時代は１年７年分ですから、あと６年もあるとい

いますか、６×７＝４２年分ぐらいの期間ですから、十分長期的な話だと思います。 
（山内部会長） また来年ということで。 
（米倉臨時委員） ７年後です。 
（山内部会長） では、８分岐の話は先ほど申しました、２５ページにありますけれど、

更なる議論を進めたいと思います。 
皆さんのご意見を伺ったところ、基本的に大きな反対がないと私は理解しておりま

すので、今の点については預からせていただいて、事務局と相談の上改正、修正等し

たいと思います。その辺については私の方に一任をいただければと思います。よろし

ゅうございますか。ありがとうございます。 
それでは何らかの修正を行った上で、中間整理については事務局を通じて委員の皆
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様にご連絡をしたいと思っております。 
以上で議論を閉めたいと思いますけども、何かございますか。よろしゅうございま

すか。それでは、本日予定しておりました議事につきましては終了とさせていただき

ます。 
最後に、上川副大臣から一言ご挨拶をいただきたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 
 
 
 
（上川副大臣） 本日、第３回目になりますけれども、情報通信審議会２０２０－ＩＣＴ

基盤政策特別部会中間整理の案ということでお示ししたことに対しまして、それぞれ

のページにわたりまして、大変活発に、また本質的なご指摘も含めていただきました

こと、大変感謝申し上げる次第でございます。これから、まとめていただきましたと

おり、取りまとめの最終案に向けまして更に議論を深めていきたいというふうに思っ

ていますので、部会長の下でよろしくお願いしたいと思います。 
私は、今日のご議論もそうですけれども、やはり国民の視点を大事にしてこの特別

部会運営をしていただいたことに大変感謝しております。今、お話がございましたが、

利用者の視点と言うときには、日本の国内で使う利用者もありますし、海外にこれか

ら進出する中で、海外の利用者の皆さん視点ということも併せて考える時代にもう入

っているということを強く感じる昨今でございますので、そういう中で最終的な詰め

に向けての、何か積み残した部分ことについてはしっかりとリマークスをしていくと

いうような形でのまとめが必要ではないかなと思っております。 
今年の６月に「ＳＡＱ２ ＪＡＰＡＮ Ｐｒｏｊｅｃｔ」ということでまとめさせ

ていただいた、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けまして、日本

の方にお越しいただく外国人の方が大変多くなるということもございまして、またそ

うした中で現在の私たちが置かれている基盤というのがどういう現状にあるのか、更

にこれからどういう分野で取り組まなければいけないのかということについて、ＳＡ

Ｑ２という形で４つの分野、ＳＩＭロックの解除でありますとか、国際ローミングで

ありますとか、あるいは先ほどご指摘を知野委員からいただきましたけれども、多言

語につきましては、バリアをなくしていく努力ということについて、国で提案をして

いるわけでありまして、これの中にも含めていただいたということに感謝をしており

ます。 
できるところは全て迅速に実行をしていく。そして、そういうことを通じて成果を

またフィードバックしていくという、ＰＤＣＡをこまめに回していく、あるいは大き

く回していくということが、絶えず必要な、そういう分野ではないかと思っておりま

すので、今の時点で結論が出たものは次の時点ではまた更に見直しを図っていくとい
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う、ある意味ではそういう宿命のある分野ではないか、それぐらい発展が、成長が速

い分野だということであります。 
ただ、ベースとなる利用者の視点でありますとか、公平性の確保でありますとか、

安全性の確保でありますとか、そういう本質的なところの論点につきましては、これ

は変えてはいけないということでありますので、そういうメリハリの中で、これから

まとめを最終段階１２月ということでありますが、答申に向けてよろしくご指導賜り

ますよう、改めてお願い申し上げる次第でございます。 
本当に活発なご議論ありがとうございました。同時に基本政策委員会での熱心なご

議論に心から感謝を申し上げ、御礼の挨拶と代えさせていただきたいと思います。あ

りがとうございました。 
 

閉  会 
 
（山内部会長） どうもありがとうございました。それでは、本日の会議をこれで終了と

させていただきます。次回の特別部会につきましては、また開催日が決まり次第事務

局よりご連絡を差し上げます。 
それでは、以上で閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。 


